
障害者通所施設 アトリエ プレジュ（日中一時支援） 

 

運 営 規 程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人千葉県福祉援護会（以下「法人」という。）が設置する障

害者通所施設 アトリエ プレジュ（以下「事業所」という。）が行なう地

域生活支援事業における日中一時支援事業（以下「事業」という。）の適正

な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の利

用者に対し、適切な日中一時支援事業を提供することを目的とする。 

 

（事業所の運営方針） 

第２条 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づき、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により

日中一時支援を必要とする利用者へ、各種サービスを提供することにより、

利用者の生活向上及び自立と社会参加を促進することを目的とする。 

（基本方針） 

利用者が住み慣れた地域社会において、生活が継続できるよう適切な支援 

を行い、個々の思い・考えを尊重し、それぞれのニーズに即した、安心かつ

安全なサービスの提供を行う。 

（自立支援） 

利用者の心身の状況に応じて、自立している機能の低下が起きないように 

するとともに、利用者の考え方、生活様式に関する好み等を尊重しながら、

自分の能力を発揮できるよう支援を行う。 

（日常生活の充実） 

利用者の心身の状況を踏まえ、一人ひとりが責任ある個人として自分の生 

き方を自分で考え、社会生活力を高められるよう適切な支援を行うことで、

障害者の居宅における日常生活の充実を図る。 

（家庭支援） 

利用者やその家族との十分なコミュニケーションを通じ、その意向や家庭 

環境等を踏まえた支援を行い、家庭介護の軽減と継続的に居宅生活を送るこ

とができるよう各種サービス提供を行う。 

（千葉県立特別支援学校と連動した支援） 

千葉県立特別支援学校の学校教育を参考にした日中活動の提供を行なう。 

 



（社会参加の充実） 

ご利用者が社会の一員として自立を目的に、社会参加を積極的に支援する。 

（健康管理） 

ご利用者個々の主治医と密接な連携を深め、障害者の安定した生活の確保 

に努めるものとする。 

（権利擁護） 

ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立った支援を行なう。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称  障害者通所施設 アトリエ プレジュ 

（２）所在地  千葉県船橋市行田 2丁目 9番 1号 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりと

する。また日中一時支援サービスは障害福祉サービス事業所（生活介護事業）

の併設型として実施するため、厚生労働省の定める指定基準を下回らない範

囲内で、下記の職員を配置する。 

（１）施設長 １名（常勤兼務１名） 

施設長は、事業所の職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管

理を一元的に行うとともに、職員に必要な指揮命令を行う。 

（２）サービス管理責任者 １名（常勤兼務１名） 

    サービス管理責任者は、利用者の生活介護計画の作成と実施状況の把

握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な

支援を行う。 

（３）生活支援員 ２名以上（常勤２名）※生活介護事業との兼務 

    生活支援員は、利用者の生活介護計画に基づいた介護業務及び各種サ

ービスの提供を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日、12月 29日から 1月 3日までを除く。 

（２）営業時間 午前 8時 30分から午後 6時 00分までとする。 

（３）サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日、12月 29日から 1月 3日までを除く。 



（４）サービス提供時間 午後 2時から午後 6時までとする。 

 

（通常の事業の実施範囲） 

第６条 通常のサービスの実施地域は船橋市全域とする。 

２ 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

 

（利用定員） 

第７条 日中一時支援の利用定員は、障害福祉サービス事業所（生活介護事業）

の併設型として 6名とする。 

 

（日中一時支援を提供する主たる対象者） 

第８条 就学児以上の身体障害児（者）とする。 

 

（日中一時支援のサービス内容） 

第９条 事業所で行う日中一時支援サービスの内容は、次のとおりとする。 

（１）相談援助 

（２）日常生活に関わる支援（入浴を除く） 

（３）健康管理 

（４）レクリエーション支援 

（５）送迎サービス 

 

（利用者負担額の受領） 

第１０条 日中一時支援を提供した際は、利用者から市町村が定める所定の利

用者負担額を事業者の支払いを受けるものとする。ただし、地域生活

支援事業費については、利用者に代わり事業者が代理受領いたします。 

２  代理受領を行わない日中一時支援を提供した際は、利用者から日中一時

支援費用基準額と利用者負担額を受けるものとする。 

３  事業者は、利用者が希望する特別なサービスに要する費用の支払いを利

用者に請求できるものとする。 

４  事業者は、サービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るもの

とする。 

５  第 1 項から第 3 項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る

領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。 

 

 



（日中一時支援の送迎範囲） 

第１１条 原則として千葉県立船橋特別支援学校並びに千葉県立船橋夏見特別

支援学校と事業所間の送迎とする。 

 

（日中一時支援の利用に当たっての留意事項） 

第１２条 利用者は、次に規定する内容に留意すること。 

（１）利用者は、他の利用者等が適切なサービスの提供を受けるための権利・

機会等を侵害してはならない。 

（２）利用者は、事業所の設備・備品等の使用に当たっては、本来の用法に従

い使用することとし、これに反した使用により事業者に損害が生じた場

合は賠償するものとする。 

（３）その他この規定に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項につ

いては、利用契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者等に説明する

ものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１３条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

とともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員並びに利用者及びそ

の家族に周知するものとする。 

２  事業所は、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な研修・訓練

を行うものとする。 

３  事業所は、非常災害に関する訓練にあたって、可能な限り地域住民の参

加が得られるよう連携に努めるものとする。 

 

（衛生管理等） 

第１４条 事業所は、利用者の使用する施設、設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、健

康管理等に必要となる機械器具等の管理を適切に行う。 

２  事業所は、感染症対策に関する担当者を設置し、事業所内において感染

症または食中毒の発生及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

設置する。委員会は利用者の状況など、事業所の状況に応じ、おおむね３

月に１回開催するとともに、感染症が流行する時期においては必要に応じ

随時開催する。 

３  事業所は、感染症が発生した際に事業を継続するための計画等を策定し、

職員に対して年２回、研修・訓練を行うものとする。 



（苦情解決） 

第１５条 提供した日中一時支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 

２  提供した日中一時支援に関し、市町村長が行う報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは

事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等

またはその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するととも

に、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行うものとする。 

３  社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 83条に規定する運営適正化委員

会が同法第 85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する

ものとする。 

 

（虐待の防止） 

第１６条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な管理

体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じ

るものとする。 

２  事業者は、虐待防止に関する責任者を設置し、虐待を防止するための対

策を検討する委員会を開催する。また、職員に対し、虐待防止に関する研

修を実施し、虐待の事実を防止する措置を講じるものとする。 

 

（身体拘束の禁止） 

第１７条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の

生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行

ってはならない。 

２  事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要

な事項を記録することとする。 

３  事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等の適正化対応策

に関する担当者を設置し、対策を検討するための委員会を開催する。また、

職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を実施し、適正化に向けた

措置を講じるものとする。 

 

（秘密保持等） 

第１８条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者等またはその家族の秘密を



漏らしてはならない。 

２  事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者等またはその家族

の秘密を漏らすことがないよう、指示するとともにその他必要な措置を講

ずるものとする。 

３  事業所は、他の障害福祉サービス事業者に対して、利用者に関する情報

を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等またはその家族の同意を

得ておく。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１９条 現に日中一時支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への受診または連絡を行

う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

２  主治医への連絡等が困難な場合には、協力医療機関への連絡を行う等の

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第２０条 事業所は、利用に対するサービスの提供により事故が発生した場合

は、市町村、当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第２１条 事業所は、サービスの実施地域を勘案し、利用申込者に対して自ら

適切なサービスを提供する事が困難であると認めた場合は、適当な他の障

害福祉サービス事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものと

する。 

 

（心身の状況等の把握） 

第２２条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めるものとする。 

 

（指定障害福祉サービス事業者との連携） 

第２３条 事業所は、サービスを提供する際は、他の障害福祉サービス事業者、

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業者との密接な連

携に努める。 



２ 事業所は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し

て適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する事業者との密接な連携に努める。 

 

（利益供与等の禁止） 

第２４条 事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの

事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者等を紹介することの代償と

して、金品その他の財産上の利益を供与しない。 

２ 事業所は、相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を

行う者等又はその従事者から、利用者等を紹介することの代償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（勤務体制の確保） 

第２５条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、毎月勤

務表を作成する。 

２  事業所は、事業所の職員によってサービスを提供する。ただし、利用者

の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

 

（記録の整備） 

第２６条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２  利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提

供した日から５年間保存する。 

 

（掲示） 

第２７条 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務

体制、協力医療機関、事業の主たる対象とする障害の種類その他のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第２８条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設け

るものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 

（１）採用時研修 採用後１カ月以内 

（２）継続研修  事業計画に基づき実施 

 

２ この規程及び「船橋市地域生活支援事業所の登録に関する規則」に定める

事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基



づいて定めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成２７年 ７月 １日から施行する。 

 

令和 ４年 ４月 １日  一部改正 


